
 

令和６年４月 第２回定例庁議 

 

１ 開催日時 令和６年４月１５日（月） 午前９時 30分～午前９時 50分 
 
２ 開催場所 ４階特別会議室 
 
３ 付議事項（第６条） 

 

⑴ 指示事項（市長の指示、注意等） 

４月 24日(水)に臨時議会がある。準備について滞りなくよろしくお願いする。ま

た、５月３日(金)～４日(土)は、丸亀市最大のイベントであるお城まつりがあり、

全庁を挙げて取り組んでいただき、参加者に喜んでいただけるイベントになるよう

お願いする。 

 

⑵ 審議事項（市行政運営の基本方針、総合計画、重要議案、主要事業計画等の策定

及び調整に関すること） 

なし 

 

 ⑶ 報告事項（市政に重大な影響を与える法令等の制定改廃、国及び県の動向、又は

重要な事務事業の進行状況に関すること） 

① 政策会議の取り扱いについて（市長公室長） 

政策会議での決定事項は市の最高意思決定組織である庁議に報告が必要で

あるという位置づけの再確認とともに、政策会議への付議の方法について内

規を改めた。 

主な変更点は次のとおり。 

・規則で定める庁議での審議事項や将来的な財政に影響を及ぼす事項のほか、

担当部長当による決断が難しく、市長の判断を要する事項を政策会議に付議

することができることとする。 

・政策会議の審議事項は、庁議に諮ることを原則とするため、政策会議の最

後に庁議への付議を判断することとする。 

・審議事項については、付議書を政策課に会議の一週間前までに提出し、前

日までに会議資料を提出することとする。 

付議書には、箇条書き等で簡単に付議案件、考え方等を記載するようお願

いする。付議書の様式は庁内 LAN様式集に掲載している。 

 

② ４月臨時会提出予定議案について（総務部長） 

４月 11 日(木)の政策会議に付議した４月臨時会提出予定議案について報

告する。 

 

③ 城泊について（教育部長） 



４月 24日(水)から城泊ＰＲ動画及び専用ホームページが公開され、５月１

日(水)から予約が開始となる。料金については資料のとおり。オプションメ

ニューについても追加可能なものを検討中である。実証実験の結果及び今後

の予定等について、教育民生委員会協議会及び議会にも報告する。 

今後の予定としては、 

５月 21日(火) オープニングセレモニー 

６月 21日(金)～23日(日) 延寿閣庭園の一般見学会 

ホームページ及び広報６月号等に一般見学会の周知を図る。 

７月１日(月) 城泊受け入れ開始 

・反響や問い合わせ等あるか。（モーターボート競走事業管理者） 

 →若干の問い合わせ等はあるが、今後ＰＲ動画等ができあがってから増え

てくると考える。 

 

４ その他 

① 第 25回土器川・YOU・遊フェスタについて（教育部長） 

イベントに先立ち４月 23日(火)に鯉のぼりの釣り渡しを行い４月 30日(火)がイ

ベント本番となる。どちらも悪天候等の予備日を翌日としている。内容については、

例年どおりである。 

   市長、副市長、関係部課にも協力の依頼済みであるのでよろしくお願いする。 

 

② おしろまつりの開催について（産業生活部長） 

   パンフレットが完成し、本庁舎、市民総合センター等各所に設置している。応援

職員にはご協力をお願いするとともに、職員にも楽しんでいただきたい。 

 

③ 婆沙羅花火大会について（産業生活部長） 

８月 31 日(土)に予定しており、場所は今年もニューレオマワールドで開催の

準備を進めている。 

    

④ 丸亀市大手町地区４街区の再整備について（都市整備部長） 

当該４街区について、基本計画の策定中であるが、市民の方から意見をいただく

機会を設けるために、４月 18日(木)から４月 24日(水)までオープンハウス型の説

明会を行う。また、４月 26 日(金)の公開デザイン会議でいただいた意見をどう反

映していくかを決定していこうと考えている。職員も参加の上、意見を頂戴したい

のでよろしくお願いする。 

 

５ 副市長から 

  なし 

 

６ 教育長から 

各教育施設において新学期が始まり、また中学校においては修学旅行も始まってい

るのでよろしくお願いする。 



 

７ モーターボート競走事業管理者から 

前回の庁議でも説明したように、現在施設の工事中であり４月 28 日(日)までレー

スの開催はなく、場外発売分のみを取り扱っている。この機会に職員等が全国の主要

な発売所へ出張し研修の機会としている。 

４月末の売り上げの結果は、昨年度と同様で 24 場中最下位であったので、これか

ら再スタートし、連休にはレースの開催があるので職員の来場等よろしくお願いする。 

 

８ 出席状況 

⑴ 庁議構成者（第５条） 
 

職 氏 名 出欠 

市 長 松永  恭二 ○ 

副 市 長 横田  拓也 ○ 

教 育 長 末澤  康彦 〇 

モーターボート  

競走事業管理者 
大 林  諭 〇 

市 長 公 室 長 栗山  佳子 〇 

総 務 部 長 七座  武史 〇 

健康福祉部長 谷本  智子 〇 

協働推進部長 田中  壽紀 〇 

都市整備部長 伊藤  秀俊 ○ 

産業生活部長 林  裕 司 ○ 

ボートレース 

事 業 局 次 長 
冨士川  貴 ○ 

教 育 部 長 窪田  徹也 ○ 

消 防 長 宮 脇  淳   ○ 

議会事務局長 渡辺  研介 ○ 

      

(2) 関係職員（第９条） 

   市長公室秘書課長             塩 田 佳 代 

市長公室職員課長             徳 田   寛 

総務部財務課長              高 倉 鋭 悟 

    

(3) 事務局（市長公室秘書政策課） 

   市長公室政策課長             真 鍋 裕 章 

   市長公室政策課副課長           藤 井 慶 子 

   市長公室政策課主査            大 川  智 


